
第
十
六
章

政
府
調
達

第
十
六
・
一
条

目
的

締
約
国
は
、
政
府
調
達
に
関
し
、
法
令
及
び
手
続
の
透
明
性
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
締
約
国
間
の
協
力
を
発
展
さ
せ
る
こ

と
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。

第
十
六
・
二
条

適
用
範
囲

１

こ
の
章
の
規
定
は
、
締
約
国
の
中
央
政
府
の
機
関
で
あ
っ
て
、
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
当
該
締
約
国
が
定
義

し
、
又
は
通
報
す
る
も
の
が
行
う
政
府
調
達
に
関
す
る
当
該
締
約
国
の
法
令
及
び
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
後
発
開
発
途
上
締
約
国
に
対
し
、
透
明
性
及
び
協
力
に
関
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
を
要
求

す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
発
開
発
途
上
締
約
国
は
、
締
約
国
間
の
協
力
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
・
三
条

原
則

締
約
国
は
、
成
長
及
び
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
地
域
の
経
済
統
合
を
推
進
す
る
上
で
の
政
府
調
達
の
役
割
を
認
識
す
る
。

各
締
約
国
は
、
政
府
調
達
が
国
際
競
争
に
明
ら
か
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
、
か
つ
、
適
当
な
と
き

は
、
自
国
が
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
政
府
調
達
の
原
則
に
従
っ
て
自
国
の
政
府
調
達
を
行
う
。



第
十
六
・
四
条

透
明
性

１

各
締
約
国
は
、
政
府
調
達
に
関
し
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

自
国
の
法
令
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

(a)

自
国
の
手
続
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

(b)
に
規
定
す
る
自
国
の
法
令
及
び

に
規
定
す
る
自
国
の
手
続
に
関
す
る
情
報
に
は
、
入
札
の
機
会
が
公
表
さ
れ
る
場
所
に

(a)

(b)

関
す
る
も
の
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
締
約
国
は
、
可
能
な
限
り
、
か
つ
、
適
当
な
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
情
報
を
電
子
的
手
段
に
よ
り
利
用
可
能
な
も

の
と
し
、
及
び
更
新
す
る
よ
う
努
め
る
。

３

各
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
情
報
を
公
表
す
る
た
め
に
自
国
が
用
い
る
紙
面
又
は
電
子
的
手
段
を
附
属
書
十
六
Ａ
（
透

明
性
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
た
め
に
締
約
国
が
用
い
る
紙
面
又
は
電
子
的
手
段
）
に
お
い
て
特
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

各
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
情
報
を
英
語
に
よ
り
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
る
。

第
十
六
・
五
条

協
力



締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
調
達
の
制
度
に
関
す
る
理
解
の
向
上
を
達
成
す
る
た
め
に
政
府
調
達
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。
そ
の
協
力
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

可
能
な
限
り
、
締
約
国
の
法
令
及
び
手
続
並
び
に
こ
れ
ら
の
修
正
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
。

(a)

訓
練
、
技
術
援
助
又
は
能
力
開
発
を
締
約
国
に
提
供
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
自
発
的
活
動
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
こ

(b)
と
。可

能
な
場
合
に
は
、
最
良
の
慣
行
に
関
す
る
情
報
（
零
細
企
業
を
含
む
中
小
企
業
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
共
有

(c)
す
る
こ
と
。

可
能
な
場
合
に
は
、
電
子
調
達
の
制
度
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

(d)

第
十
六
・
六
条

見
直
し

締
約
国
は
、
政
府
調
達
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
将
来
こ
の
章
の
規
定
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
締
約
国
の
合
意
に

従
い
、
第
二
十
・
八
条
（
一
般
的
な
見
直
し
）
に
定
め
る
期
間
内
に
こ
の
章
の
規
定
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
・
七
条

連
絡
部
局

各
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
く
協
力
及
び



情
報
の
共
有
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
一
又
は
二
以
上
の
連
絡
部
局
を
指
定
し
、
並
び
に
当
該
連
絡
部
局
に
関
連
す
る
詳
細
を
他

の
締
約
国
に
通
報
す
る
。
各
締
約
国
は
、
自
国
の
連
絡
部
局
に
関
連
す
る
詳
細
の
変
更
を
他
の
締
約
国
に
速
や
か
に
通
報
す

る
。

第
十
六
・
八
条

紛
争
解
決
の
不
適
用

こ
の
協
定
の
紛
争
解
決
の
制
度
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。


